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《 共通事項編 》 

 

第 1条 あいぎんインターネット EB サービスの概要 

（１）あいぎんインターネットＥＢサービス（以下「本サービス」といいます）は、契約者ご本人（以下「契約者」

といいます）自らが占有・管理するインターネットに接続可能な使用端末機（以下「使用端末機」といいま

す）によって、「あいぎんインターネットＥＢサービス規定」(以下「本規定」といいます)所定のサービス提

供の依頼を行い、株式会社あいち銀行(以下「当行」といいます)が、その手続を行うサービスをいいます。な

お、本サービスを利用するにあたり、契約者は、株式会社エヌ・ティ・ティ・データ(以下「ＮＴＴデータ」

といいます)が実施、運営する端末認証サービスの「ＶＡＬＵＸサービス」(以下「ＶＡＬＵＸ」といいます)

を用いるものとします。 

（２）本サービスは、契約者が次の各号のコースを各々選択し、契約するものとします。 

① ＡＮＳＥＲコース 

ＮＴＴデータが提供する自動照会通知システム「ＡＮＳＥＲ」(以下「ＡＮＳＥＲシステム」といいます)

による、次の取引を行うことができるサービスをいいます。 

・ 契約者の預金口座における照会時点の取引照会(以下「照会サービス」といいます) 

・ 振込・振替(以下「資金移動サービス」といいます) 

  ② 資金集中管理コース（親） 

ＡＮＳＥＲシステムの利用による、当行預金口座を本社預金口座(以下「親口座」といいます)として申込さ

れ、次の取引を行うことができるサービスをいいます。 

・ 親口座として、契約者と同一名義の複数の支社預金口座(以下「子口座」といいます)における照会サービ    

  ス 

   ・ 親口座として、複数の子口座へ資金の配分などを一括して行うことができる資金移動サービス 

   ・ 親口座の前号に定めるＡＮＳＥＲコースのすべてのサービス利用 

  ③ データ伝送コース 

全国銀行協会で定められたデータフォーマット、および当行所定の形式のデータ伝送による、次の取引を

行うことができるサービスをいいます。 

・ 総合振込サービス 

・ 給与（賞与）振込サービス 

・ 地方税納入(個人住民税納付)サービス(以下「地方税納入サービス」といいます) 

・ 口座振替請求(処理結果)サービス(以下「口座振替請求サービス」といいます) 

  ④ 取引照会コース 

全国銀行協会で定められたデータフォーマット、および当行所定の形式のデータ伝送による、契約者の預

金口座における入出金明細照会、および振込入金明細照会を行うことができるサービス(以下「データ伝送

取引照会サービス」といいます)をいいます。 

（３）コース内の各サービスの追加・削除は『「あいぎんインターネットＥＢサービス」申込書(兼口座振替依頼書)』

(以下「申込書」といいます)により届出ることとします。 

（４）新たにコースを追加する場合、および契約済みの複数コースのうち一部コースを解約する場合は、申込書に

より届出することとします。 

（５）本サービスの利用日・利用時間は、当行所定の利用日・時間内とします。なお、当行は、利用日・利用時間

を契約者に事前に通知することなく変更する場合があります。 

 



第２条利用申込 

（１）本サービスの利用対象者は、次の各号すべてに該当する方とします。ただし、審査の結果、お申込のご希望

に添えないこともあります。この場合、当行に異議を述べることはできません。 

  ① 法人、法人格のない団体、もしくは個人事業主の方(事業のために本サービスを利用しようとする方)。 

  ② 当行本支店に普通預金口座(決済用普通預金含む)、または当座預金口座を保有する方。 

  ③ インターネット接続環境がある方。 

  ④ ＮＴＴデータとＶＡＬＵＸ利用契約がされており、当行が契約者の認証にあたり、ＮＴＴデータのＶＡＬ

ＵＸセンタが契約者に発行したＶＡＬＵＸクライアント証明書を一意に識別し当該契約者に払い出した接

続ＩＤ(以下「接続ＩＤ」といいます)を付与されている方。 

  ⑤ ＶＡＬＵＸ対応のパソコンソフトウェアを備えている方。 

（２）本サービスを利用する場合は、本規定、および関連の規定の内容を十分に理解し、それらが適用されること 

を承諾したうえで、利用するサービスに該当する前条第２項に定める契約コースについて、申込書を提出す 

ることにより申込むものとします。また、申込にあたり、ＶＡＬＵＸを利用して提供される各種サービス(以 

下「申込コンテンツ」といいます)と接続ＩＤの確認もするものとします。 

（３）当行が前項の申込を受けた場合には、当行は所定の審査を行い、申込を承諾する場合には、手続完了のお知

らせを当行所定の方法により契約者に通知します。 

（４）当行が申込書をはじめとする本サービスにかかる各種帳票に使用された印影を届出の印影と相当の注意をも

って照合し、相違ないものと認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用、または不

正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

（５）契約者は、本サービスの利用に際して使用端末機および回線等の使用環境について、契約者の負担および責

任において準備するものとし、本サービスの利用に適した状態、および環境に設定し維持するものとします。 

 

第３条 ＶＡＬＵＸの利用 

（１）本サービスを申込される方は、各契約コースを選択するにあたり、ＮＴＴデータへの申込コンテンツを当行

所定の申込書に記載して、当行に通知するものとします。契約者が選択した申込コンテンツと当行に届出た

コンテンツとが相違している場合、または契約者が当行に届出たコンテンツをＮＴＴデータに申込されてい

ない場合、本サービスは利用できません。 

（２）ＡＮＳＥＲコース、および資金集中管理コース(親)は、申込コンテンツとして「ＡＮＳＥＲ－ＳＰＣ(ＶＡＬ

ＵＸ)」または「ＡＮＳＥＲ－ＨＴ(ＶＡＬＵＸ)」のいずれかを選択し、当行に届出ください。 

（３）データ伝送コース、および取引照会コースは、申込コンテンツとして「全銀ファイル伝送(ＶＡＬＵＸ)」を選

択し、当行に届出ください。 

 

第４条 本人確認等 

（１）ＡＮＳＥＲコース、および資金集中管理コース(親)における本人確認等は、次の各号に定める方法により行う

ものとします。 

  ① 当行は、契約者の認証にあたり接続ＩＤを使用します。契約者は接続ＩＤを申込書により事前に当行に届

出ることとします。また、接続ＩＤの取扱方法については、ＮＴＴデータの定めによることとします。 

  ② 契約者が取引をする場合は、あらかじめ当行に届出た接続ＩＤにより当行あてに送信を行い、当行の定め

る方法および操作手順にもとづいて、所定の内容を使用端末機により操作するものとします。 

  ③ 当行は、契約者の認証にあたり暗証番号を使用します。契約者は暗証番号を申込書により事前に当行に届

出ることとします。また、暗証番号の取扱方法については、当行の定めによることとします。 

  ④ 当行は、接続ＩＤを認証のうえ、次の各サービスに応じた次の暗証番号により本人確認を行います。 

   ・ 照会サービスにおいては、照会用暗証番号 



   ・ 資金移動サービスにおいては、取引暗証番号、確認暗証番号 

（２）データ伝送コースにおける各サービスの本人確認等は、次の各号に定める方法により行うものとします。 

  ① 総合振込サービス、および給与(賞与)振込サービスでは振込依頼データ、地方税納入サービスでは納付依頼

データ、ならびに口座振替請求サービスでは振替依頼データ(以下、これらを総称して「データ」といいま

す)の作成、ならびにデータ送信の運用基準については、当行所定の要領によるものとします。 

  ② 総合振込サービス、および給与(賞与)振込サービスの振込依頼、地方税納入サービスの納付依頼、および口

座振替請求サービスの振替依頼はデータ伝送により行い、当行にデータを送信した場合は、同時に当行所

定のデータ伝送通知書を当行へファクシミリにて送信してください。 

  ③ 当行は、受信したデータについてその内容を変更いたしません。また、受信データについては、原則とし

て取消ができません。 

  ④ 当行が受信したセンタ確認コード・振込依頼人コード・口座振替請求サービスにおける委託者コード・パ

スワード（暗証番号）、およびファイルアクセスキー（サービス別暗証）（以下、これらを総称して「各種

コード」といいます）が届出の各種コードと一致した場合は、当行は送信者を正当な契約者とみなして応

答、および受付を行います。 

（３）取引照会コースにおける本人確認等は、次の各号に定める方法により行うものとします。 

  ① データ伝送取引照会サービスを利用する場合の操作は、当行所定の方法によるものとします。また、デー

タ受信の運用基準については、当行所定の要領によるものとします。 

  ② 当行は、送信したデータについてその内容を変更いたしません。また、送信データについては、原則とし

て取消を行いません。 

  ③ 当行が受信した各種コードが届出の各種コードと一致した場合は、当行は送信者を正当な契約者とみなし

て応答、および受付を行います。 

（４）本サービスの利用にあたって当行が一致を確認するものを、以下総称して「接続ＩＤ等」といいます。当行 

が接続ＩＤ等の一致を確認して取扱った場合は、接続ＩＤ等の偽造、変造、盗用、または不正使用、その他

の事故があっても、そのために生じた損害について当行は責任を負いません。 

 

第５条 取引内容の確認等 

（１）あらかじめ契約者が指定し、当行に届出してある契約者名義の資金移動サービスの支払用預金口座(以下「支 

払指定口座」といいます)、またはあらかじめ契約者が指定し、当行に届出してある契約者名義のデータ伝送 

用の資金決済口座(以下「データ伝送用決済口座」といいます)から資金の引落しを行う取引を利用した場合、 

契約者は依頼内容、および処理結果について、本サービスの取引受付結果または依頼内容照会、預金通帳へ 

の記帳、当座勘定照合表等により、契約者の責任においてその取引内容を照合してください。万一、取引内 

容に相違がある場合は、ただちにその旨を取引店に連絡してください。 

（２）資金移動サービスの取引内容は、使用端末機により、当行所定の期間・方法によって照会することができま

す。 

（３）当行は、総合振込サービス、および給与(賞与)振込サービスによる振込内容を記載した振込受取書、地方税納

入サービスによる納付内容を記載した納付受取書の発行はいたしません。 

契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正

当なものとして取扱います。 

（４）契約者と当行の間で取引内容について疑義が生じた場合には、当行が保存する電磁的記録等の記録内容を正

当なものとして取扱います。 

 

第６条 接続ＩＤ等の管理 

（１）契約者は、本サービスに利用する接続ＩＤ等を厳重に管理するものとします。 



  ① 接続ＩＤ等は、生年月日・電話番号・同一数字等、他人から推測されやすい番号はお避けください。 

  ② 接続ＩＤ等は、第三者に教えたり容易に漏洩するような方法で書き残さないでください。 

 

（２）接続ＩＤ等を当行所定の回数以上連続して誤った場合は、その時点で当行は本サービスの取扱いを中止しま

す。本サービスの利用を再開する場合には、契約者が申込書または当行所定の閉塞解除依頼書(以下、これら

を総称して「閉塞解除依頼書」といいます)により届出てください。当行はその届出の閉塞解除依頼書により、

当行所定の手続をします。ただし、届出から所定の期間は本サービスを利用できないことがありますのであ

らかじめご承知おきください。 

 

第７条 手数料等 

（１）当行は、本サービスの利用に際して、契約されたコースに応じた当行所定の月間基本手数料をいただきます。 

月間基本手数料は、月間の契約日数にかかわらず１か月分全額を申し受けます。 

  ① 月間基本手数料は、当月分を翌月の当行所定の日(銀行休業日の場合は翌営業日)に、各種預金規定、当座勘

定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、あらかじめ契約

者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。 

  ② ＡＮＳＥＲコースにおいて複数の申込コンテンツを利用する場合、申込書は届出するコンテンツごとに申

込することとします。また、本条に定める基本手数料は申込コンテンツごとにいただきます。 

（２）資金移動サービスによる振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を振込資金と同時にいただきます。 

振込手数料は、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手

等の提出なしで、支払指定口座から自動的に引落します。また、第２６条第２項に規定する組戻しの受付にあ

たっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。この場合、振込手数料は返却いたしません。 

（３）データ伝送コースの振込手数料等においては、次の各号の定めによることとします。 

  ① 総合振込サービスによる振込手数料、給与(賞与)振込サービスによる給与振込手数料の支払いについては、

毎月、当行所定の日に一括して引落す方法により取扱います。この支払いは、各種預金規定、当座勘定規

定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、あらかじめ契約者が

指定した手数料引落口座から自動的に引落します。 

  ② 総合振込サービスでは第３２条第５項、および給与(賞与)振込サービスでは第３３条第５項に規定する組戻

しの受付にあたっては、当行所定の組戻手数料をいただきます。 

  ③ 組戻しにより、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を引落したデータ伝送用

決済口座に入金します。この場合、振込手数料または給与振込手数料は返却いたしません。 

  ④ 地方税納入サービスについては、当行所定の取扱手数料、および当該地方税を他の金融機関に納付手続を

取り次ぐものがある場合は、当該他金融機関に取り次ぐ地方税の納付書１通につき当行所定の取次手数料

をいただきます。この支払いについては、毎月、当行所定の日に一括して引落す方法により取扱います。

この支払いは、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小

切手等の提出なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。 

  ⑤ 口座振替請求サービスについては、原則、振替金の入金時に口座振替手数料を差し引いて入金するものと

します。ただし、その支払いについては、毎月、当行所定の日に一括して引落す方法によることもできま

す。この場合、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小

切手等の提出なしで、あらかじめ契約者が指定した手数料引落口座から自動的に引落します。 

（４）本サービスを利用するにあたり必要となる通信料金、インターネット接続料金、ＶＡＬＵＸ利用料金、およ 

びコンピュータ、ソフトウェアその他機器等については、契約者が負担するものとします。 

 

第８条 届出事項の変更 



（１）接続ＩＤ等、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の照会用預金口座(以下「照会指定口座」といいます)、

支払指定口座、印章、名称、商号、住所、電話番号その他届出事項に変更があった場合には、直ちに申込書

によって取引店に届出てください。変更の届出は、当行の変更手続が終了した後に有効となります。ただし、

届出から所定の期間は本サービスを利用できないことがありますのであらかじめご承知おきください。 

（２）前項の届出の前に生じた損害については、当行は責任を負いません。 

（３）本条第１項による届出事項の変更の届出がなかったために、当行からの通知または送付する書類等が延着、

または到達しなかった場合には、通常到達すべき時に到達したものとみなします。 

（４）接続ＩＤの変更については、本サービスを一旦解約し、新たに申込し直すこととします。 

 

第９条 災害等による免責 

次の各号の事由により照会の不能、振込・振替金の入金不能、入金遅延等があっても、これによって生じた損害 

については、当行は責任を負いません。 

 ① 災害・事変、裁判所等公的機関の措置等のやむをえない事由があったとき。 

 ② 当行の責によらない通信機器・回線およびパソコン・コンピュータ等の障害・電話の不通その他やむをえ

ない事由があったとき。 

 ③ 当行または金融機関の共同システムの運営体が相当の安全対策を講じたにもかかわらず、端末機、通信回

線またはコンピュータ等に障害が生じたとき。 

 ④ インターネット等の通信経路において盗聴・不正アクセス等により取引情報等が漏洩その他障害が生じた

とき。 

 ⑤ 当行以外の金融機関の責に帰すべき事由があったとき。 

 

第 10 条 海外からの利用 

本サービスは、原則として日本国内からの利用に限るものとし、契約者は海外からの利用については、各国の法

律・制度・通信事情等により本サービスの全部、または一部を利用いただけない場合があります。 

 

第 11 条 禁止行為 

（１）この取引にもとづく契約者の権利は、譲渡・質入れすることはできません。 

（２）契約者は、本サービスにおいて次の各号の不適当・不適切な行為をしてはなりません。 

  ① 公序良俗に反する行為。 

  ② 犯罪的行為に結びつく行為。 

  ③ 他の契約者または第三者の著作権、商標権、その他の権利を侵害する行為、またはその恐れのある行為。 

  ④ 他の契約者または第三者の財産、プライバシーを侵害する行為。 

  ⑤ 他の契約者または第三者を誹謗中傷するような行為。 

  ⑥ 他の契約者または第三者に不利益を与えるような行為。 

  ⑦ 本サービスの運営を妨げるような行為。 

  ⑧ 本サービスで提供される情報を不正の目的をもって利用する行為。 

  ⑨ 当行の信用を毀損するような行為。 

  ⑩ 風説の流布、その他法律に反する行為。 

  ⑪ 自分以外の人物を名乗ったり、代表権や代理権がないにもかかわらず会社などの組織を名乗ったり、また

は他の人物や組織との提携、協力関係を偽る等の行為。 

  ⑫ その他、当行が不適当・不適切と判断する行為。 

 

第 12 条 一時停止 



 当行は、契約者が前条に違反した場合、その他本規定に定める場合には、契約者にあらかじめ通知することなく、 

いつでも本サービスの利用を一時停止することができるものとします。 

 

第 13 条 解約等 

（１）本サービスの利用契約（以下「この契約」といいます）は、当事者の一方の都合でいつでも解約することが

できます。ただし、契約者の都合により本サービスを解約する場合は、当行に対する解約の通知は申込書に

よるものとします。 

（２）契約者に次の各号の事由が一つでも生じたときは、当行は事前に通知・催告することなく、いつでもこの契

約を解約できるものとします。 

  ① 支払停止または破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、特別清算開始、その他今後施行さ

れる倒産処理法にもとづく倒産手続開始等の申立があったとき。 

  ② 契約者の財産について仮差押え、保全差押え、差押え、または競売手続の開始があったとき。  

  ③ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。 

  ④ 相続の開始があったとき。 

  ⑤ 住所変更の届出を怠るなど契約者の責に帰すべき事由によって、当行において契約者の所在が不明となっ

たとき。 

  ⑥ 本規定にもとづく届出事項について、虚偽の事項を届出たことが判明したとき。 

  ⑦ 当行に支払うべき本サービスの手数料を支払わなかったとき。 

  ⑧ １年以上にわたり本サービスの利用がない場合。 

  ⑨ 本規定に違反した場合等、当行がこの契約の解約を必要とする相当の事由が生じた場合。 

（３）本条にもとづき当行がこの契約を解約する場合は、届出住所等に解約する旨を通知することにより行います。 

当行が解約の通知を届出の住所にあてて発信した場合に、その通知が契約者の受領拒否、転居先不明等の理 

由により契約者に到達しなかったとき、または延着したときは、通常到達すべき時に到達したものとみなし 

ます。 

（４）この契約が解約等により終了した場合には、その時までに照会についての処理、および振込・振替の処理、

ならびにデータ伝送の処理が完了していない取引の依頼については、当行はその処理をする義務を負いませ

ん。 

 

第 14 条 関係規定の適用・準用 

（１）本規定に定めのない事項については、関係する預金規定、および当座勘定規定により取扱います。 

（２）振込取引に関する振込通知の発信後の取扱いで本規定に定めのない事項については、振込規定を準用します。 

 

第 15 条 契約者情報等の取扱い 

（１）当行は、次の各号に定める情報(以下「契約者情報等」といいます)を厳正に管理し、契約者の情報保護のため

に十分に注意を払うとともに、当行は、契約者情報等を銀行法その他法令により行うことが認められている

業務に関して利用することができるものとします。ただし、当行は、契約者情報等を本サービスに必要な範

囲において取扱うこととし、その範囲を超えて取扱いはいたしません。 

① 契約者が本サービスの利用申込時に届出た情報、および第８条の定めにもとづき変更された情報(以下、こ

れらを総称して「契約者情報」といいます)。 

  ② 本サービスの利用履歴およびその他本サービスの利用にともなう種々の情報(以下「契約者取引情報」とい

います)。 

（２）当行は、一定の期間を経過したときは、契約者情報等を廃棄することができるものとします。 

（３）契約者が当行へ提出した契約者情報等が記載された申込書のお客さま控、および本サービスにかかる各種帳 



票(以下、これらを総称して「申込書等」といいます)は、契約者が厳重に管理するものとし、紛失・盗難にあ 

わないように十分に注意してください。当行との接続が正常に完了したのちも、申込書等については廃棄す 

るか、または厳重に保管するなどして契約者情報等が他人に知られないように十分に注意してください。 

 

第 16 条 規定の変更等 

（１）この規定の各条項その他の条件は、金融情勢の状況の変化その他相当の事由があると認められる場合には、

当行ウェブサイトへの掲載による公表その他相当の方法で周知することにより、変更できるものとします。 

（２）前項の変更は、公表等の際に定める適用開始日から適用されるものとします。 

第 17 条 契約期間 

 この契約の当初契約期間は、申込日から起算して１年間とし、契約期間満了日までに契約者または当行から解約

の申出をしない限り、この契約は期間満了日の翌日から１年間継続されるものとします。以後も同様とします。 

 

第 18 条 サービスの休止 

 当行は、システムの維持、安全性その他必要な事由がある場合は、事前に通知することなく本サービスを一時停

止、または中止することができるものとします。 

 

第 19 条 準拠法・合意管轄 

この契約の契約準拠法は日本法とします。また、この契約に関する訴訟については、当行本店の所在地を管轄す

る裁判所を管轄裁判所とします。 

 

 

《ＡＮＳＥＲコース編》 

第 20 条 ＡＮＳＥＲコースの内容 

（１）ＡＮＳＥＲコースとは、使用端末機を利用して照会サービスと資金移動サービスが利用できる、ＡＮＳＥＲ

システムによるサービスをいいます。 

（２）当行は、照会サービスと資金移動サービスにおいて、あらかじめ契約者が指定した契約者名義の預金口座の

支店番号・預金科目・口座番号（以下、これらを総称して「加入者番号」といいます）を使用します。 

 

第 21 条 照会サービス 

（１）照会サービスとは、照会指定口座の預金残高・入出金明細等の照会ができるサービスをいいます。 

（２）契約者からの照会依頼にもとづき当行が提供した口座情報は、照会を行った時点の内容であり、一般的に、

その内容を当行が証明するものではありません。 

（３）照会サービスでの取引は、照会指定口座の加入者番号、照会用暗証番号、および接続ＩＤを当行で受信し、

あらかじめ届出ずみの加入者番号、照会用暗証番号、および接続ＩＤと一致した場合は、送信者を契約者と

みなし、応答いたします。 

（４）契約者からの照会に対して当行が送信（回答）した内容につき、振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類の

不渡、その他取引内容に変更・訂正があった場合には、当行はすでに送信（回答）した内容について変更ま

たは取消することがあります。この場合、変更・取消により生じた損害については、当行は責任を負いませ

ん。 

第 22 条 資金移動サービスの内容 

（１）資金移動サービスとは、使用端末機からの依頼にもとづき、支払指定口座より振込資金または振替資金（以

下「振込・振替資金」といいます）を引落しのうえ、契約者が指定した当行または全国銀行データ通信シス

テムに加盟している他の金融機関の国内本支店の預金口座（以下「入金指定口座」といいます）あてに、次



の振込・振替取引を行うことができるサービスをいいます。 

  ① 依頼日当日(当行所定の時限内に限ります)に、支払指定口座から振込・振替資金を引落しのうえ、入金指定

口座あてに振込通知を発信し、または振替の処理を行う取引。 

  ② 依頼日の翌営業日以降当行所定の銀行営業日までの間で、契約者が指定する日（以下「振込・振替指定日」

といいます）に、支払指定口座から振込・振替資金を引落しのうえ、入金指定口座あてに振込通知を発信

し、または振替の処理を行う取引（以下「振込・振替予約」といいます）。 

（２）支払指定口座、および入金指定口座は、当行所定の預金科目とします。 

（３）本条第１項における入金指定口座の指定は、あらかじめ契約者が申込書により当行に届出る方式（以下「事 

前登録方式」といいます）により行うものとします。ただし、振込・振替予約の場合には、その都度、契約 

者が指定する方式（以下「都度指定方式」といいます）により行うこともできます。 

（４）資金移動サービスは、次の各号の区分により取扱います。 

  ① 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にない場合、または支払指定口座と入金指定口座とが同一店内

にあっても名義が異なる場合には、「振込」として取扱います。 

  ② 支払指定口座と入金指定口座とが同一店内にあり、かつ同一名義の場合には、「振替」として取扱います。 

（５）資金移動サービスによる１回あたりの振込金額または振替金額（以下「振込・振替金額」といいます）、およ

び依頼日１日あたりの振込・振替金額の合計額（１日あたり限度額）は、あらかじめ契約者が指定した金額

の範囲内とします。ただし、これらの金額は当行所定の金額の範囲内とします。また当行は、契約者に事前

に通知することなく当行所定の金額の範囲を変更できるものとします。 

 

第 23 条 資金移動サービスの依頼 

（１）資金移動サービスを依頼する場合には、入金指定口座の登録番号（以下「受取人番号」といいます）、都度指

定方式のときは入金指定口座のある金融機関コード・支店番号（金融機関名・支店名）および当該口座の名

義・預金科目・口座番号、支払指定口座の加入者番号、振込・振替金額、取引暗証番号、その他の所定の事

項を使用端末機によって、当行所定の方法により入力してください。振込・振替予約の場合には、振込・振

替指定日も入力してください。当行は、入力された事項を依頼内容とします。 

（２）当行が受信した接続ＩＤおよび取引暗証番号と、届出の接続ＩＤおよび取引暗証番号との一致を確認した場

合には、依頼内容を返信しますので、これを確認のうえ、確認コードを使用端末機によって入力してくださ

い。また、都度指定方式の場合には、確認暗証番号も入力してください。 

 

第 24 条 振込・振替契約の成立等 

（１）依頼内容は、当行が受信した接続ＩＤ、取引暗証番号、および都度指定方式の場合の確認暗証番号（以下、

これらを総称して「暗証番号等」といいます）と届出の暗証番号等との一致を確認するとともに、確認コー

ドを受信した時点で確定するものとします。当行が暗証番号等の一致を確認して取扱いましたうえは、暗証

番号等の偽造、変造、盗用、または不正使用、その他の事故があっても、そのために生じた損害について当

行は責任を負いません。 

（２）依頼内容が確定したときは、その旨の通知を契約者に送信しますので、確認してください。この通知が届か

ない場合には、直ちに取引店に照会してください。 

（３）当行は、依頼内容確定時（ただし、振込・振替予約の場合には、振込・振替指定日の当行所定の時刻）に、

振込・振替資金、振込手数料その他本サービスに関連して必要となる手数料（以下「振込・振替資金等」と

いいます）を、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切

手等の提出なしで、支払指定口座から自動的に引落します。また、この資金移動サービスにかかる振込手数

料等の取扱いについては、第７条第２項に定めるものとします。 

（４）振込・振替契約は、前項に規定する振込・振替資金等を当行が支払指定口座から引落した時に成立するもの



とします。 

（５）前項により振込・振替契約が成立したときは、当行は、依頼内容にもとづいて振込通知を発信し、または振

替の処理を行います。 

 

第 25 条 振込・振替予約における振込・振替資金等の引落し不能の場合の取扱い 

振込・振替予約の場合には、当行は、前条第２項に規定する依頼内容の確定の通知を送信していても、前条第３ 

項に規定する振込・振替資金等の引落しができないときは、その依頼がなかったものとして、振込・振替の取扱 

いはしません。この場合、当行は、契約者に対し振込・振替資金等の引落し不能の旨の通知はしません。 

 

第 26 条 依頼内容の変更、組戻し 

（１）振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼内容を変更する場合には、取引店において次の訂正の手続

により取扱います。ただし、振込先の金融機関・支店名または振込金額を変更する場合には、次項に規定す

る組戻しの手続により取扱います。 

  ① 訂正の依頼にあたっては、当行所定の為替訂正依頼書（以下「訂正依頼書」といいます）に、当該取引の

支払指定口座にかかる届出の印章（以下「届出の印章」といいます）により記名押印して提出してくださ

い。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあります。 

  ② 当行は、訂正依頼書に従って、訂正依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

（２）振込取引において、依頼内容の確定後にその依頼を取りやめる場合には、取引店において次の組戻しの手続

により取扱います。 

  ① 組戻しの依頼にあたっては、当行所定の為替組戻依頼書(以下「組戻依頼書」といいます)に、届出の印章に

より記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあ

ります。 

  ② 当行は、組戻依頼書に従って、組戻依頼電文を振込先の金融機関に発信します。 

  ③ 組戻しにより、振込先の金融機関から振込資金が返却された場合には、当該資金を支払指定口座に返却し

ます。 

（３）前２項の場合において、振込先の金融機関がすでに振込通知を受信しているときは、訂正または組戻しがで 

きないことがあります。この場合には、受取人との間で協議・解決することとし、当行は責任を負いません。 

（４）訂正依頼書および組戻依頼書に使用された印影と届出の印鑑とを相当の注意をもって照合し、相違ないもの

と認めて取扱いましたうえは、それらの書類につき偽造、変造、盗用、または不正使用、その他の事故があ

っても、そのために生じた損害については、当行は責任を負いません。 

（５）振替取引の場合には、依頼内容の確定後は依頼内容の変更または依頼の取りやめはできません。 

 

第 27 条 使用端末機による依頼内容の変更、組戻し 

（１）振込・振替予約の場合には、依頼内容の変更または依頼の取りやめを行うときは、前条に規定する方法のほ

か、振込・振替指定日の当行所定の銀行営業日前の当行所定の時限までに限り、使用端末機によって当行所

定の方法により取消を行うことができます。 

（２）前項の使用端末機による依頼内容の変更または依頼の取りやめの取扱いについては、第２４条第１項の規定

を準用します。 

 

《資金集中管理コース（親）編》 

第 28 条 資金集中管理コース（親）の内容 

資金集中管理コース(親)は、使用端末機を利用してＡＮＳＥＲシステムによる、親口座として子口座の預金残高・ 

入出金明細等の照会ができる照会サービス、親口座から子口座へ資金の配分などを一括して行うことができる資 



金移動サービス、および親口座がＡＮＳＥＲコースのすべてのサービスを利用できるサービスをいいます。ただ 

し、このサービスをご利用になるには、資金集中管理サービス用の専用パソコンソフトウェアが必要となります。 

 

第 29 条 資金集中管理コース（親）の照会サービスの取扱い 

本取扱いについては、ＡＮＳＥＲコース編の照会サービスの第２１条の規定を準用します。 

 

第 30 条 資金集中管理コース(親)の資金移動サービスの取扱い 

 本取扱いについては、ＡＮＳＥＲコース編の資金移動サービスの第２２条から第２７条までの各規定を準用しま

す。 

 

《データ伝送コース編》 

第 31 条 データ伝送コースの内容 

データ伝送コースは、契約者自らが入力した振込・振替のデータを前もって当行にデータ伝送により一括送信し、

振込・振替予約を依頼する方法（以下「データ伝送」といいます）で、総合振込サービス、給与(賞与)振込サービ

ス、地方税納入サービス、および口座振替請求サービスの振込・振替予約データを依頼する場合に利用できるサ

ービスをいいます。また、契約者が当行に送信する振込・振替予約データは、全国銀行協会で定められたデータ

フォーマットの他、当行所定の形式とします。 

 

第 32 条 総合振込サービス 

（１）当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した総合振

込事務を受託します。 

（２）契約者が振込を依頼するにあたって事前に振込指定口座の金融機関コード・支店番号（金融機関名・支店名）、 

および当該口座の名義・預金科目・口座番号の確認を行うものとします。なお振込指定口座は、全国銀行デ

ータ通信システムに加盟している当行、および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目としま

す。 

（３）データは、振込指定日の１営業日前の１５時までに、あらかじめ指定された当行所定の方法で送信するもの

とします。また、総合振込サービスの振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。 

（４）振込資金の決済等は、次の各号に定めるものとします。 

  ① 契約者は振込資金を振込指定日の１営業日前までに、データ伝送用決済口座に入金してください。振込資

金の決済は、振込指定日の当行所定の時刻に、各種預金規定、当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金

通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、データ伝送用決済口座から自動的に引落します。な

お、引落しの所定時間に残高不足等で振込資金を引落しできない場合は、総合振込サービスの振込を中止

いたします。 

  ② 振込の受付にあたっては、当行所定の振込手数料を、毎月、当行所定の日に引落しいたします。 

（５）振込の手続きは、次の各号に定めるものとします。 

  ① 当行は伝送された振込明細の金融機関コード・支店番号・預金科目・口座番号および受取人名により、受

取人の口座に対し振込指定日に入金手続きを行います。 

  ② 依頼内容の変更、組戻しについては、第２６条の規定を準用します。またその訂正・組戻しの依頼にあた

っては、当行所定のデータ伝送組戻・訂正依頼書に、当該取引のデータ伝送用決済口座にかかる届出の印

章により記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めること

があります。 

（６）振込指定口座への入金ができない等の理由により、振込先の金融機関から振込資金の返却があった場合には、 

当行はその振込資金をデータ伝送用決済口座に入金します。 



 

第 33 条 給与（賞与）振込サービス 

（１）当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した契約者

の役員ならびに従業員(以下「受給者」といいます)に対する報酬・給与・賞与(以下「給与」といいます)の預

金口座振込である給与(賞与)振込事務を受託します。 

（２）契約者が振込を依頼するにあたって事前に受給者の振込指定口座の金融機関コード・支店番号（金融機関名・

支店名）、および当該口座の名義・預金科目・口座番号の確認を行うものとします。振込指定口座は、全国銀

行データ通信システムに加盟している当行、および他の金融機関の国内本支店にある当行所定の預金科目と

します。 

（３）データは、振込指定日の３営業日前の１５時までに、あらかじめ指定された当行所定の方法で送信するもの

とします。ただし、すべてのデータが当行あての場合、振込指定日の２営業日前の１５時までとします。ま

た、給与(賞与)振込サービスの振込指定日は、当行所定の銀行営業日とします。 

（４）振込資金の決済等は、次の各号に定めるものとします。 

  ① 契約者は振込資金を振込指定日の２営業日前までに、あらかじめ当行に届出してあるデータ伝送用決済口

座に入金してください。振込資金の決済は、振込指定日の１営業日前の当行所定の時刻に、各種預金規定、

当座勘定規定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、データ伝

送用決済口座から自動的に引落します。なお、引落し所定時間に残高不足等で振込資金を引落しできない

場合は、給与(賞与)振込サービスの振込を中止いたします。 

  ② 振込の受付にあたっては、当行所定の給与振込手数料を、毎月、当行所定の日に引落しいたします。 

（５）振込の手続きは、次の各号に定めるものとします。 

  ①当行は伝送された振込明細の金融機関コード・支店番号・預金科目・口座番号および受給者名により、受給

者の口座に対し振込指定日に入金手続きを行います。 

  ②依頼内容の変更、組戻しについては、第２６条の規定を準用します。またその訂正・組戻しの依頼にあたっ

ては、当行所定のデータ伝送組戻・訂正依頼書に、当該取引のデータ伝送用決済口座にかかる届出の印章に

より記名押印して提出してください。この場合、当行所定の本人確認資料または保証人を求めることがあり

ます。 

（６）振込指定口座への入金ができない等の理由により、振込先の金融機関から振込資金の返却があった場合には、

当行はその振込資金をデータ伝送用決済口座に入金します。 

 

第 34 条 地方税納入サービス 

（１）当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者からの依頼によるデータ伝送を利用した、契約

者の役員および従業員の市町村税(以下「地方税」といいます)を特別徴収義務者として各地方公共団体に納付

する事務を受託します。納付先として指定できる地方公共団体は、当行所定の地方公共団体とします。 

（２）契約者が地方税納付を依頼するにあたって事前に納付先の市区町村名、市区町村コード、指定番号、異動有

無、給与分件数、および給与分税額の確認を行うものとします。 

（３）データの送信手続きは次の各号の定めによることとします。 

   ① データは、納付指定日の５営業日前の１７時までに、あらかじめ指定された当行所定の方法で送信するも

のとします。 

   ② 地方税の納付指定日は、毎月１０日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。 

（４）納付資金の決済等は、次の各号に定めるものとします。 

  ① 契約者は納付資金を納付指定日の１営業日前までに、あらかじめ当行に届出してあるデータ伝送用決済口

座に入金してください。納付資金の決済は、納付指定日の当行所定の時刻に、各種預金規定、当座勘定規

定等の定めにかかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、データ伝送用決済口



座から自動的に引落します。なお、引落しの所定時間に残高不足等で納付資金を引落しできない場合は、

地方税納入サービスによる納付を中止いたします 

  ② 地方税納入サービスの取扱いについては、当行所定の取扱手数料、および当該地方税を他の金融機関に納

付手続を取り次ぐものがある場合は、当該他金融機関に取り次ぐ地方税の納付書１通につき当行所定の取

次手数料を、毎月、当行所定の日にいただきます。 

（５）当行は、依頼を受けた納付データにもとづき、納付指定日に納付先の地方公共団体に納付手続を行います。 

（６）当行は納付完了後、契約者に領収書を交付します。 

 

第 35 条 口座振替請求サービス 

（１）当行は、申込書記載の申込店を取りまとめ店として、契約者の依頼にもとづき、契約者の顧客(以下「預金者」

といいます)に対する売上代金等の請求とその処理結果について、データ伝送を利用した口座振替請求事務を

受託します。なお、口座振替請求サービスについては、別途「預金口座振替に関する契約書」の定めに従うも

のとします。 

（２）契約者は、振替指定口座の確認を次の各号の定めにより確認するものとします。 

  ① 契約者が振替を依頼するにあたって事前に振替指定口座の金融機関コード・支店番号（金融機関名・支店

名）および当該口座の名義・預金科目・口座番号の確認を行うものとします。 

  ② 預金者からの引落しを指定できる預金口座は、当行本支店にある当行所定の預金科目とします。 

  ③ 契約者は、預金口座振替依頼払い等に関する届出書(以下「届出書」といいます)にもとづいて作成した預金

者あてのデータをデータ伝送により当行に送信してください。 

  ④ 当行が預金者から預金口座振替依頼書(以下「預金口振依頼書」といいます)および届出書を提出する方法で

預金口座振替の依頼を受けたときは、届出書を契約者に送付します。ただし、当行がかかる依頼を承諾し

ない場合はこの限りではありません。 

  ⑤ 契約者が預金者から預金口振依頼書および届出書を交付された場合は、契約者は必要事項が記載されてい

ることを確認し、預金口振依頼書をすみやかに当行に提出することとします。預金口振依頼書に印鑑の相

違その他の不備事項があるときは、当行は預金口振依頼書を契約者に返送することとします。 

（３）口座振替請求サービスの依頼等は、次の各号の定めによるものとします。 

  ① データは、振替指定日の４営業日前の１７時までに、あらかじめ指定された当行所定の方法で送信するも

のとします。なお、口座振替請求サービスの振替指定日は、別途「預金口座振替に関する契約書」に定め

た当行所定の銀行営業日(銀行休業日の場合は翌営業日)とします。 

  ② 振替指定日を変更する場合は、契約者が書面により当行に届出てください。この場合、変更に関して契約

者が預金者に対して周知徹底を図るものとし、当行は預金者に対し通知をいたしません。また、振替指定

日の変更により生じた損害については、当行は責任を負いません。 

  ③ 当行は、契約者から送信されたデータにもとづき、振替指定日に各種預金規定、当座勘定規定等の定めに

かかわらず、預金通帳・払戻請求書または当座小切手等の提出なしで、預金者の預金口座から自動的に引

落します。なお、振替処理は、データに記録されている口座番号により預金者の預金口座から引落すこと

により行います。 

（４）振替資金の入金については、次の各号に定めるものとします。 

  ① 振替依頼による当該振替資金は、別途「預金口座振替に関する契約書」に定めた振替指定日(処理日)以降の

当行営業日の当行所定の時限までに、契約者のデータ伝送用決済口座に入金します。 

  ② 振替の受付にあたっては、口座振替請求金額１件につき当行所定の取扱手数料をいただきます。取扱手数

料の支払いは、原則、その振替資金を当行から契約者のデータ伝送用決済口座へ入金する際に差し引くも

のとすることとする他、毎月、当行所定の日に一括して引落とす方法によることもできるものとします。 

（５）口座振替処理結果の通知および受信については、次の各号の定めにより取扱います。 



  ① 当行は、別途「預金口座振替に関する契約書」に定めた振替日以降の当行営業日の当行所定の時限までに、

契約者の使用端末機あて口座振替処理結果を通知します。 

  ② 当行が通知した口座振替処理結果については、すみやかに受信してください。契約者が処理結果を受信せ

ずに、次の口座振替の請求を依頼されても当行では受付できません。 

（６）当行は、口座振替依頼に関して預金者に対する振替済みの通知、および入金の督促等は行いません。預金者

への領収書または振替済み通知などは、契約者が作成するものとします。 

（７）当行と預金者との間の口座振替依頼契約が解約または変更、または預金者の預金口座が解約されたときは、

当行は契約者に対しその旨の通知等は行いません。 

 

 

《取引照会コース編》 

第 36 条 取引照会コースの内容 

（１）取引照会コースは、使用端末機でデータ伝送の利用による、照会指定口座の入出金明細照会、および振込入

金明細照会のデータ伝送取引照会サービスが利用できるサービスをいいます。 

（２）データ伝送取引照会サービスにより当行が契約者へ提供する照会指定口座の情報データは、全国銀行協会で

定められたデータフォーマットの他、当行所定の形式とします。 

（３）照会内容の変更・取消については、次の各号により取扱います。 

  ① 契約者からの照会依頼にもとづき当行が提供した口座情報は、一般的に、その内容を当行が証明するもの

ではありません。 

  ② 契約者からの照会に対して当行が送信（回答）した内容につき、振込依頼人からの訂正依頼、受入証券類

の不渡、その他取引内容に変更訂正があった場合には、当行はすでに送信（回答）した内容について変更

または取消することがあります。この場合、変更・取消により生じた損害については、当行は責任を負い

ません。 

以上 

 

ＶＡＬＵＸ、ＡＮＳＥＲ、ＡＮＳＥＲ－ＳＰＣ、およびＡＮＳＥＲ－ＨＴは、株式会社ＮＴＴデータの登録商標です。 

 

 


